
 
 

大
阪
市
立
三
国
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
規
約 

 

第 

一 

章 
 
 

名 
 
 
 
 
 

称 

第
一
条 

 
 

本
会
は
大
阪
市
立
三
国
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
称
し
、
事
務
所
を
学
校
内
に 

 
 

 

置
く 

 

第 

二 

章 
 
 

目 
 
 
 
 
 

的 

第
二
条 

 
 

本
会
の
目
的
は
左
の
通
り
で
あ
る 

一
、
家
庭
、
学
校
お
よ
び
社
会
の
協
力
に
よ
っ
て
青
少
年
の
福
祉
を
増
進 

す
る 

二
、
会
員
相
互
の
教
養
を
高
め
る
た
め
に
成
人
教
育
を
盛
ん
に
す
る 

三
、
民
主
教
育
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
る 

四
、
学
校
の
教
育
的
環
境
の
向
上
を
図
る 

五
、
適
正
な
法
律
上
の
手
続
き
に
よ
り
、
学
校
に
対
す
る
公
費
の
確
保
に

協
力
す
る 

六
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
社
会
教
育
の
振
興
を
た
す
け
る 

 

第 

三 

章 
 
 

方 
 
 
 
 
 

針 

第
三
条 

 
 

本
会
は
教
育
を
本
旨
と
す
る
民
主
的
団
体
と
し
て
左
の
方
針
に
基
づ
い

て
活
動
す
る
。 

一
、
特
定
の
政
党
や
宗
教
に
か
た
よ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
営
利
を
目
的 

 
 

と
す
る
行
為
を
行
わ
な
い 

ニ
、
本
会
ま
た
は
本
会
の
役
員
、
委
員
の
中
で
公
私
の
選
挙
の
候
補
者 

 
 

を
推
薦
し
な
い 

二
、
本
会
は
青
少
年
福
祉
の
た
め
に
活
動
す
る
他
の
社
会
教
育
団
体
お 

よ
び
機
関
と
協
力
す
る 

四
、
本
会
は
自
主
独
立
の
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
団
体
の
支
配
、

統
制
、
干
渉
を
も
受
け
な
い 

五
、
本
会
は
学
校
の
教
育
方
針
、
学
校
管
理
、
教
職
員
人
事
に
は
一
切 

 
 

干
渉
し
な
い 

 

第 

四 

章 
 
 

会 
 
 
 
 
 

員 

第
四
条 

 
 

本
会
の
会
員
は
次
の
通
り
と
す
る 

一
、
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
の
父
母
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
者 

二
、
学
校
に
勤
務
す
る
教
職
員 

第
五
条 

 
 

会
員
は
会
費
を
納
入
す
る
も
の
と
す
る 

第
六
条 

 
 

本
会
の
会
員
は
す
べ
て
平
等
の
権
利
と
義
務
を
有
す
る 

 

第 

五 

章 
 
 

経 
 
 
 
 
 

理 

第
七
条 

 
 

本
会
の
経
費
は
会
員
、
事
業
収
入
お
よ
び
自
発
的
寄
付
金 

を
も
っ
て
支
弁
す
る 

第
八
条 

 
 

本
会
の
資
産
は
す
べ
て
総
会
の
決
定
を
必
要
と
す
る 

第
九
条 

 
 

会
費
は
月
額
五
百
円
と
す
る
（
十
ヶ
月
分
） 

第
十
条 

 
 

本
会
の
経
理
は
会
計
監
査
委
員
会
の
監
査
を
受
け
こ
れ
を 

会
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

第
十
一
条 

 

会
計
年
度
は
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
の
三
月
三
十
一
日 

で
終
わ
る 

第
十
二
条 

 

経
理
に
つ
い
て
は
別
に
会
計
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る 

  

第 

六 

章 
 
 
 

役
員
と
そ
の
選
挙 

第
十
三
条 

 
 

本
会
の
役
員
は
次
の
通
り
と
す
る 

 
 
 
 
 

一
、
会 

長 

一
名 

保
護
者 

ニ
、
副
会
長 

二
名 

保
護
者 

三
、
書 

記 

一
名 

教
職
員
ま
た
は
保
護
者 

四
、
会 

計 

一
名 

保
護
者 

五
、
役 

員 

（
総
務
担
当
）
一
名 

保
護
者 

六
、
役
員
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
但
し
再
選
さ
れ
た
場
合
は
引
き
続 

 

き
一
期
間
だ
け
は
重
任
し
て
も
差
し
支
え
な
い 

第
十
四
条 

 
 

役
員
選
挙
お
よ
び
就
任
は
次
の
通
り
行
わ
れ
る 

一
、
七
名
の
委
員
か
ら
な
る
役
員
候
補
者
指
名
委
員
会
を
作
る 

(

イ)

父
母
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
者
の
中
か
ら
次
の
方
法
に
よ
り 

 
 

四
名
を
選
出
す
る 

 
 
 
 
 
 

①
第
一
、
第
二
学
年
の
各
学
級
の
父
母
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
者
は
多 

 
 
 
 
 
 
 
 

数
決
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
名
の
学
級
代
表
を
選
出
す
る 

 
 
 
 
 
 

②
こ
れ
ら
の
学
級
代
表
は
会
合
し
て
多
数
決
に
よ
り
四
名
の
指
名
委
員

を
選
出
す
る 

(

ロ)

教
職
員
の
中
よ
り
互
選
に
よ
り
二
名
の
指
名
委
員
を
選
出
す
る 

(

ハ)

実
行
委
員
の
中
か
ら
互
選
に
よ
り
一
名
の
指
名
委
員
を
選
出
す
る 

ニ
、
指
名
委
員
会
は
各
々
の
役
員
候
補
者
を
あ
げ
、
役
員
選
挙
の
少
な
く 

 
 

と
も
五
日
前
に
全
会
員
に
通
告
す
る 

三
、
会
員
は
指
名
委
員
会
の
指
名
し
た
役
員
候
補
者
の
他
に
追
加
指
名
す 

る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
こ
の
場
合
指
名
者
五
名
の
署
名
で
指
名
委 

員
会
に
役
員
選
挙
の
三
日
前
ま
で
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

四
、
役
員
後
者
の
指
名
は
指
名
委
員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合 

も
会
員
か
ら
な
さ
れ
る
場
合
も
そ
の
名
前
を
発
表
す
る
前
に
被
指
名

者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る 

五
、
役
員
は
四
月
の
総
会
に
お
い
て
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

但
し
候
補
者
複
数
の
場
合
は
無
記
名
投
票
に
よ
り
多
数
決 

で
選
出
す
る 

六
、
役
員
は
五
月
一
日
か
ら
就
任
す
る 

 第 

七 

章 
 
 

役
員
の
資
格
と
そ
の
任
務 

第
十
五
条 

 
 

こ
の
会
の
目
的
並
び
に
方
針
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
を
も
っ
て 

い
る
会
員
で
、
公
選
に
よ
る
公
職
員
で
な
い
者
は
第
六
章
の 

規
定
に
従
っ
て
役
員
に
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る 

第
十
六
条 

 
 

役
員
の
任
務
は
次
の
通
り
で
あ
る 

一
、
会
長
は
（
イ
）
総
会
、
実
行
委
員
会
を
招
集
し
会
務
を
統
括
す
る 

(

ロ)

外
部
に
対
し
本
会
を
代
表
す
る
（
ハ
）
役
員
の
承
認
を
得
て
常 

置
委
員
会
委
員
長
、
実
行
委
員
会
の
承
認
を
得
て
常
置
委
員
会
委
員
、

特
別
委
員
会(

役
員
候
補
者
指
名
委
員
会
及
び
会
計
監
査
委
員
会 

を
除
く)

の
委
員
長
、
委
員
を
任
命
す
る
（
ニ
）
本
会
の
資
産
を
管
理

す
る 

ニ
、
副
会
長
は
（
イ
）
会
長
を
補
佐
す
る
（
ロ
）
会
長
不
在
の
時
は
そ
の 

 
 

代
理
を
務
め
る 

三
、
書
記
は
（
イ
）
総
会
、
実
行
委
員
会
の
議
事
そ
の
他
会
全
般
の
活
動 

 
 

状
況
を
記
録
し
保
管
す
る
（
ロ
）
総
会
そ
の
他
各
種
の
会
合
の
通
知
を

発
送
す
る 

四
、
会
計
は
（
イ
）
総
会
で
決
定
し
た
予
算
に
基
づ
い
て
一
切
の
会
計
事
務 

 

を
処
理
す
る
（
ロ
）
会
計
簿
を
保
管
し
い
つ
で
も
会
員
の
閲
覧
に
供
す

る(

ハ)

会
計
監
査
を
受
け
て
会
員
に
報
告
す
る
（
二
）
年
度
予
算
を
策

定
し
管
理
す
る 



 
 
 
 
 

 

五
、
役
員
（
総
務
担
当
）
は
本
会
の
目
的
遂
行
の
た
め
諸
活
動
の
運
営 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

に
関
し
、
各
役
員
を
補
佐
す
る
。 

 

第 
八 
章 

 
 
 

総 
 
 
 
 
 
 

会 

第
十
七
条 

 
 

総
会
は
本
会
の
最
高
決
議
機
関
で
あ
る 

第
十
八
条 

 
 

総
会
の
成
立
は
会
員
の
五
分
の
一
以
上
と
す
る
。
決
議
は
出 

席
者
と
有
効
議
決
権
を
合
わ
せ
た
過
半
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る 

第
十
九
条 

 
 

実
行
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
場
合
ま
た
は
会
員
の
五
分
の
一 

以
上
の
要
求
の
あ
っ
た
場
合
は
会
長
は
随
時
総
会
を
招
集
す
る 

第
二
十
条 

 
 

総
会
は
年
間
二
回
以
上
開
く 

 

第 

九 
 

章 
 
 
 

実 

行 

委 

員 
会 

第
二
十
一
条 

 

実
行
委
員
会
は
、
本
会
の
役
員
各
常
置
委
員
会
の
委
員
長
、 

副
委
員
長
、
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
お
よ
び
教
職
員
の
代
表
に
よ
っ
て 

 
 
 

 

構
成
さ
れ
る 

第
二
十
二
条 

 

実
行
委
員
会
の
任
務
は
次
の
通
り
で
あ
る 

一
、
会
長
の
任
命
す
る
特
別
委
員
会
委
員
長
、
各
種
委
員
長
を
任
命
す 

る 
 
 
 
 
 

 

ニ
、
各
種
委
員
会
に
よ
っ
て
立
案
さ
れ
た
事
業
計
画
を
審
議
検
討
す
る 

三
、
総
会
に
提
出
す
る
報
告
書
を
作
成
す
る 

四
、
必
要
あ
る
場
合
に
は
特
別
委
員
会
を
設
け
る 

五
、
そ
の
他
会
則
並
び
に
総
会
の
決
議
に
従
っ
て
本
会
の
事
務
を
処
理 

す
る 

六
、
役
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
そ
れ
を
補
充
す
る
但
し
会
長
に
欠
員

が
生
じ
た
場
合
は
副
会
長
が
昇
格
す
る 

第
二
十
三
条 

 
 

実
行
委
員
会
の
例
会
は
年
七
回
以
上
開
催
す
る
も
の
と
し
、
実
行
委 

 
 
 
 
 
 
 
 

員
会
の
成
立
は
委
員
数
の
二
分
の
一
以
上
と
す
る 

 

第 

十 
 

章 
 
 
 

委 
 
 

員 
 
 

会 

第
二
十
四
条 

 

委
員
会
に
は
常
置
委
員
会
、
特
別
委
員
会
、
会
計
監
査
委
員
会
が 

あ
る 

第
二
十
五
条 

 

常
置
委
員
会
委
員
長
は
役
員
お
よ
び
校
長
の
承
認
を
得
て
会
長
が 

任
命
す
る
。
委
員
は
委
員
長
の
選
定
に
基
づ
き
実
行
委
員
会
の
承
認 

を
得
て
会
長
が
任
命
す
る
。
任
期
は
一
年
と
す
る 

第
二
十
六
条 

 

常
置
委
員
会
と
し
て
次
の
も
の
を
置
く 

イ 

総
務
委
員
会 

ロ 

学
級
委
員
会 

ハ 

保
健
体
育
委
員
会 

ニ 

広
報
委
員
会 

 

第
二
十
七
条 

 

特
別
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
実
行
委
員
会
は
特
別
委
員
会
を 

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
所
定
の
任
務
を
終
え
る
と
と
も
に 

自
動
的
に
解
散
す
る
。
特
別
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
選
定
は 

第
十
六
条
及
び
第
二
十
五
条
に
準
じ
て
行
う 

 

第 

十
一 

章 
 
 
 

各
委
員
会
の
任
務 

 

第
二
十
八
条 

 

総
務
委
員
会
は
（
イ
）
本
会
の
目
的
遂
行
の
た
め
諸
活
動
の
運
営
を 

 
 
 
 
 
 
 

補
佐
す
る
。（
ロ
）
会
員
の
親
睦
を
は
か
る
た
め
の
講
習
会
、
社
会
見 

 
 
 
 
 
 
 

学
会
な
ど
の
企
画
運
営
を
行
う
（
ハ
）
会
員
の
福
利
厚
生
を
は
か
る 

 
 
 
 
 
 
 

た
め
の
事
業
の
企
画
運
営
を
行
う
（
二
）
人
権
問
題
学
習
の
企
画
運 

 
 
 
 
 
 
 

営
を
行
う
（
ホ
）
指
導
的
立
場
に
あ
る
会
員
に
対
す
る
研
修
事
業
を 

 
 
 
 
 
 
 

推
進
す
る 

第
二
十
九
条 
 

保
健
体
育
委
員
会
は
（
イ
）
会
員
の
保
健
衛
生
に
対
す
る
理
解
を 

深
め
（
ロ
）
学
校
の
保
健
事
業
に
協
力
す
る
（
ハ
）
会
員
相
互
の
健 

康
増
進
に
つ
と
め
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
振
興
を
は
か
る 

第
三
十
条 

 
 

広
報
委
員
会
は
（
イ
）
会
員
に
対
し
て
こ
の
会
の
意
義
や
活
動
状
況
等

の
情
報
を
伝
達
す
る
（
ロ
）
地
域
社
会
に
対
し
て
こ
の
会
の
認
識
と
理

解
を
深
め
進
ん
で
協
力
を
得
る
よ
う
に
つ
と
め
る 

第
三
十
一
条 

 

会
計
監
査
委
員
会
は
第
十
四
条
に
準
じ
総
会
に
お
い
て
会
員
の
多
数

決
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
委
員
長
以
下
四
名
の
委
員
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
そ
の
年
度
の
会
計
を
監
査
し
会
員
に
そ
の
結
果
を
報
告
す
る 

第
三
十
二
条 

 

常
置
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
は
そ
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
実
行
委

員
会
に
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

第 

十
二 

章 
 
 
 

改 
 
 
 
 

正 

第
三
十
三
条 

 

規
約
は
総
会
に
お
い
て
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
っ
て

改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
但
し
改
正
案
は
そ
の
内
容
を
全
員
に
予
告

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

 

 

一
、 

総
会
の
出
席
者
が
会
員
数
の
五
分
の
一
未
満
の
時
は
当
日
出
席
者
の 

過
半
数
の
同
意
を
得
て
総
会
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る 

 

ニ
、 

慶
弔
費
に
つ
い
て
は
実
行
委
員
会
に
お
い
て
細
則
を
定
め
る 

 

三
、 

こ
の
規
約
は
令
和
七
年
四
月
一
日
よ
り
発
効
す
る 

 

規 
 

約 
 

改 
 

正 

昭
和
二
十
三
年 

四
月
十
六 

 

日 

制
定 

昭
和
四
十
八
年 

四
月
二
十
六
日 

改
正 

昭
和
二
十
三
年 
七
月 

三 
 

日 

改
正 

昭
和
五
十 

年 

十
月
二
十
五
日 

改
正 

昭
和
二
十
四
年 
三
月
二
十
五
日 

改
正 

昭
和
五
十
四
年 

十
月
十
八 

日 

改
正 

昭
和
二
十
五
年 

五
月 
四 

日 

改
正 

昭
和
五
十
八
年 

十
月
二
十
八
日 

改
正 

昭
和
二
十
七
年 

五
月 

二 
日 

改
正 

昭
和
六
十
二
年 

四
月
三
十 

日 

改
正 

昭
和
二
十
九
年 

五
月 

七 

日 
改
正 

平
成 

四 

年 

四
月
二
十
三
日 

改
正 

昭
和
三
十
一
年 

十
月 

六 

日 

改
正 
平
成 

十 

年 

四
月
二
十
三
日 

改
正 

昭
和
三
十
二
年 

五
月
二
十
五
日 

改
正 
平
成 

十
一
年 

五
月
十
六 

日 

改
正 

昭
和
三
十
四
年 

五
月
二
十
七
日 

改
正 

平
成 
十
六
年 

五
月
十
四 

日 

改
正 

昭
和
四
十
六
年 

 

十
一
月 

四
日 

改
正 

 

平
成
二
十
三
年 

 

五
月
十
一 

 

日 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

平
成
二
十
七
年
五
月 

十
五 

 

日 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

令
和
二
年 

 
 

四
月 

 

一
日 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

令
和
四
年 

 
 

四
月 

 
一
日 

改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

令
和
七
年 

 
 

四
月 

 

一
日 
改
正 

 


